
令和４年度

廿日市市後期高齢者医療

特 別 会 計 補 正 予 算

（第２号）

広島県廿日市市





議案第３１号

令和４年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

令和４年度廿日市市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,166 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,822,375 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎
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1 1,483,425 1,500 1,484,925

1 後期高齢者医療保険料 1,483,425 1,500 1,484,925

2 333,675 △6,505 327,170

1 一般会計繰入金 333,675 △6,505 327,170

3 1 7,057 7,058

1 繰越金 1 7,057 7,058

4 3,108 114 3,222

1 延滞金、加算金及び過料 200 100 300

2 償還金及び還付加算金 2,900 14 2,914

1,820,209 2,166 1,822,375

1 31,622 △3,160 28,462

1 総務管理費 17,606 △3,160 14,446

2 1,785,187 5,326 1,790,513

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,785,187 5,326 1,790,513

1,820,209 2,166 1,822,375

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

後期高齢者医療保険料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

歳　　出

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

歳　　出　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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令和４年度

廿日市市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

（第２号）

広島県廿日市市





１　総　　括

（歳　　入）

1 後期高齢者医療保険料 1,483,425 1,500 1,484,925

2 繰入金 333,675 △6,505 327,170

3 繰越金 1 7,057 7,058

4 諸収入 3,108 114 3,222

1,820,209 2,166 1,822,375

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

1 総務費 31,622 △3,160 28,462

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,785,187 5,326 1,790,513

1,820,209 2,166 1,822,375歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△3,160

3,826 1,500

0 0 3,826 △1,660

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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２　　歳    入

　１款　後期高齢者医療保険料 1,500千円

　１項　後期高齢者医療保険料 1,500千円

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

2 普通徴収保険料 498,498 1,500 499,998

計 1,483,425 1,500 1,484,925

　２款　繰入金 △6,505千円

　１項　一般会計繰入金 △6,505千円

1 事務費繰入金 32,114 △3,160 28,954

2 保険基盤安定繰入金 301,561 △3,345 298,216

計 333,675 △6,505 327,170

　３款　繰越金 7,057千円

　１項　繰越金 7,057千円

1 繰越金 1 7,057 7,058

計 1 7,057 7,058

　４款　諸収入 114千円

　１項　延滞金、加算金及び過料 100千円

1 延滞金 200 100 300

計 200 100 300

　４款　諸収入 114千円

　２項　償還金及び還付加算金 14千円

1 還付金及び還付加算金 2,900 14 2,914
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

2 滞納繰越分 1,500 滞納繰越分 1,500

1 事務費繰入金 △3,160 事務費繰入金 △3,160

1 保険基盤安定 △3,345 保険基盤安定繰入金 △3,345

繰入金

1 繰越金 7,057 繰越金 7,057

1 延滞金 100 延滞金 100

1 還付金及び還 14 過誤納還付金及び還付加算金 14

付加算金

後期高齢者医療特別会計
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　４款　諸収入 114千円

　２項　償還金及び還付加算金 14千円

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

計 2,900 14 2,914
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

後期高齢者医療特別会計
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３　　歳    出

　１款　総務費 △3,160千円

　１項　総務管理費 △3,160千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 一般管理費 17,606 △3,160 14,446 △3,160

計 17,606 △3,160 14,446 0 0 0 △3,160

　２款　後期高齢者医療広域連合納付金 5,326千円

　１項　後期高齢者医療広域連合納付金 5,326千円

1 後期高齢者 1,785,187 5,326 1,790,513 3,826 1,500

医療広域連 繰入金

合納付金 △3,345

繰越金

7,057

諸収入

114

計 1,785,187 5,326 1,790,513 0 0 3,826 1,500

目 補正前の額 補正額 計

-12-



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △2,000 001 職員給与費 △3,160

3 職員手当等 △760

4 共済費 △400

18 負担金、補助 5,326 001 後期高齢者医療広域連合納付金 5,326

及び交付金

後期高齢者医療特別会計

説　　　　　　　　　　　　明
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１　一　般　職

 (1)　総　　括

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

（人） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円）

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

給　　　　　　　与　　　　　　　費

区　分 職 員 数 給　　　料 職 員 手 当 計

補正後 2  6,722  3,675  10,397  

補正前 2  8,722  4,435  13,157  

比　較 0  △ 2,000  △ 760  △ 2,760  

区　分 管理職手当 扶 養 手 当 住 居 手 当

補正後

補正前

職員手当 比　較

の 内 訳 区　分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 夜間勤務手当

補正後 1,487  1,290  

補正前 1,887  1,590  

比　較 △ 400  △ 300  

-14-



（千円） （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円）

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

共　済　費 合　　　計 備　　　　　　　　考

2,638  13,035  

3,038  16,195  

△ 400  △ 3,160  

通 勤 手 当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当

117  570  

117  570  

0  0  

休日勤務手当 地 域 手 当 単身赴任手当

211  

271  

△ 60  
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 (2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

 給与改定に伴う増減分

 昇給に伴う増加分

 その他の増減分

 制度改正に伴う増減分

 その他の増減分

区　分 増　減　額 増　減　事　由　別　内　訳

（千円） （千円）

給　　料 △ 2,000  0  

△ 2,000  

職員手当 △ 760  0  

△ 760  
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人事異動等に係る減少分

 各種手当の減少分

説　　　　　明 備　　　　　考

△ 2,000  

△ 760  
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